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Ⅰ 保険料算定の考え方

１．総論

○ 後期高齢者医療制度では、医療にかかる費用のうち、被保険者が医療機関の窓口で

支払う負担金を除き、公費（国、県、市町村）が５割を負担し、現役世代からの支援

金（若年者の保険料）が４割を負担、残りの１割を被保険者一人ひとりから保険料と

して納めていただくことになっています。

○ 保険料は、本広域連合の議会で議決された条例において定める保険料率に基づき、

被保険者の前年度の所得をもとにして本広域連合が決定します。

○ 保険料率は、住んでいる市町村を問わず、県内均一となります。

○ 制度の安定した財政運営を確保するため、２年ごとに保険料率を設定します。

○ 平成２０年度及び平成２１年度の保険料率は、１１月末開催予定の広域連合議会に

おいて正式に決定されます。

２．保険料の算定方法等

（１）保険料の賦課区分について

保険料は被保険者全員が頭割で負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて

負担する「所得割額」の合計となります。

① 均等割額は、被保険者全員が等しく、条例で定める定額を課せられます。

② 所得割額は、被保険者の所得（総所得金額等から基礎控除３３万円を引いた額）

に、条例で定める所得割率を乗じた額になります。なお、年金収入のみの被保険者

の場合、収入額１５３万円以下の場合には、所得割額は課せられません。
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（２）保険料率について

保険料率は、法及び政省令の定めるところにより、以下のようにして設定されます。

① 保険料賦課総額の算出

○ 広域連合では、制度の安定した財政運営を確保するために、２年単位で費用と

収入を見込んで保険料率を算定します。

○ 本広域連合の医療等の給付に要する費用や保健事業、審査支払手数料、葬祭費

など制度運営に必要な費用から、国、県、市町村の負担金などの収入を差し引い

て保険料賦課総額を算出します。

② 保険料率の算出

○ ①により算出した総額を、所得係数に応じて均等割総額と所得割総額に按分し

ます。

○ この総額から、次のようにして保険料率（均等割額、所得割率）を算出します。

ア 均等割額の算出

均等割額 ＝ 被保険者均等割総額 ÷ 被保険者の見込総数

イ 所得割率の算出

所得割率 ＝ 所得割総額 ÷（被保険者の総所得金額等の見込み

－基礎控除３３万円）の広域連合内の総額

３．賦課限度額について

賦課限度額は、政令では年額５０万円を超えないこととされたことから、本広域連合

条例においても、賦課限度額は年額５０万円で設定する予定です。
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４．保険料の軽減について

（１）低所得世帯に属する方の軽減措置

所得の低い世帯に属する被保険者については、次の表の基準により、被保険者均等

割額を軽減します。これは、現在の市町村の国民健康保険と同様です。

総所得金額等が下記の金額以下の世帯 軽減割合

ア ３３万円 ７割

イ ３３万円＋２４．５万円×当該世帯に属する被保険者の数 ５割

（被保険者である当該世帯主を除く。）

ウ ３３万円＋３５万円×当該世帯に属する被保険者の数 ２割

※ 総所得金額等とは、例えば、公的年金のみの収入の場合は、その収入額から公的

年金等控除を差し引いた額をいいます。ただし、軽減の判定については、６５歳以

上の公的年金所得については、これからさらに高齢者特別控除１５万円を差し引い

た額で判定します。

※ 世帯主が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合でも、その方の所得は軽減判

定の際の対象となります。

（２）健康保険など被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減措置

○ 後期高齢者医療制度に加入する直前に、健康保険などの被用者保険の被扶養者で

あった方については、これまで保険料を負担してこなかったことを考慮して激変緩

和のため、制度加入時から２年間、所得割がかからず、均等割額を５割軽減します。

○ 現在、国において、平成 20年 4 月から 9月までの 6ヶ月間は、均等割額の徴収を

凍結すること、10 月から平成 21年 3 月までの 6 ヶ月間は、5 割軽減後の額をさらに

9 割軽減すること、及びこの措置に係る財源については国が負担することを検討して

います。

※ 被用者保険とは、政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険及び共済組合

等の公的医療保険の総称です。
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Ⅱ 保険料試算について

■平成２０年度及び平成２１年度の給付費見込額等

給付費見込額（百万円） 被保険者見込数（人）

平成２０年度 １１６，８４２ １７５，６７５

平成２１年度 １３４，６０２ １８３，２９０

計 ２５１，４４４ ３５８，９６５

※平成２０年度の給付費見込額は、１１ヶ月分として保険料を試算しております。

■一人当たり旧ただし書所得の比較

秋田県 全国平均

旧ただし書所得 ３０７，３９１円 ５５３，０８４円

（所得係数） （０．５６） （１．００）

※旧ただし書所得は、総所得額から基礎控除額（33万円）を引いた額

■保険料率（案）

均等割額 所得割率

均一保険料率 ３８，４２６円 ７．１２％

均等割：所得割 ６４：３６

■平成１７年度一人当たり老人医療費の比較

秋田県 全国平均

一人当たり老人医療費 ７５４，０６５円 ８２１，４０３円

《資料》厚生労働省『平成 17年度老人医療事業報告』

■一人当たり保険料賦課額

秋田県 国試算

試算額 ６０，０４１円 ７４，０００円



Ⅲ ケース別保険料額

■年金収入による年間保険料額

（単位：円）

■均等割額軽減対象者の内訳 （単位：人、円）

※ の年金収入額は、所得割額0円、均等割額軽減の限度額である。

※ 総数は平成19年10月30日現在の被保険者台帳に基づき算出した被保険者数
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